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規      則 
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 富山県公衆浴場法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年６月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第32号 

   富山県公衆浴場法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県公衆浴場法施行規則（昭和23年富山県規則第55号）の一部を次のように改 

正する。 

 第２条第３項中「、第６号、第８号」を「から第８号まで」に、「及び第12号」 

を「、第12号及び第18号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                             （生活衛生課）  
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公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和５年６月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

射水市松木 687番１ 同左 道路 射水市戸破1458番地
１ 株式会社家門 

黒部市堀切 951番外16筆    黒部市 
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正      誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和５年５月10日付け第5080号富山県公告「土地改良区の役員の就任」中    

 頁 ５ 

行 上から３行目から４行目 

誤  同   津 田 収 一  同  同  下邑 247番地 

  監 事  高 田 政 光  同  同  下友坂 530番地２ 

正 監 事  津 田 収 一  同  同  下邑 247番地 

    同   高 田 政 光  同  同  友坂 530番地２ 
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